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貿 易 登 録 の 仮 登 録

自動返信 メ ー ル か ら 申 請 ペ ー ジ に ア ク セ ス

新 潟 商 工 会 議 所へ書類の提出 ・ 登 録 証 の 交 付

貿易登録のご案内ページにアクセスし、

規定などを確認のうえ、必要事項を入力・送信。

https : / /cc i .gensanchi . jcc i .or . jp/tentat ive-company?

cc i _code=0801

→操作方法についてはｐ4

差出人「貿易関係証明書発給システム」から届くメールを開き、

メール添付のURＬより本登録を行ってください。

※メール発行日から60日間ＵＲＬは有効となります。

→操作方法についてはｐ5～

必要項目の入力が終わると提出書類が出力できるようになります。

本人確認に必要な書類と合わせて、新潟商工会議所へ提出となります。

→準備する書類についてはｐ11～

２０２３年2月より貿易証明書に関する貿易登録は電子システムを活用した登録・更新をお

願いしております。

【更新（かつオンラインでの登録がはじめて）の方へ】

　過去に登録していた事業所様もオンライン上では新規登録扱いになりますが、当所の　

　方で更新扱いとして処理いたしますので、新規登録同様の手順でおすすめください。

貿 易 登 録 ま で の お お ま か な 流 れ00

電子版での登録が完了すると、オンラインで原産地証明書、サイン証明（の一部）が発

給・申請できるようになります。来所の必要がなく、簡単に原産地証明書の作成→申請

→審査→発給が可能です。（メールによる事前確認も必要ございません。）※ご利用を

ご希望の方は事前に貿易証明書担当までご連絡ください。

また従来の紙での発給も行っています。必要に応じてぜひご利用ください。

便利で簡単な 「 オ ン ラ イ ン 発 給 」 に つ い て
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貿 易 登 録 （ 更 新 ） に 必 要 な 書 類00
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登 録 ・ 更 新 料 金

〇新規登録
　新潟商工会議所　会　員：2,200円／非会員：11 ,000円

〇更新
　新潟商工会議所　会　員：無料／非会員：11 ,000円

・窓　口（要予約 会員サービス課まで事前にご連絡ください。）

・郵　送（新潟商工会議所で貿易登録をしている会員のみ可）

   ※返信用封筒を同封のうえお送りください。

   住所：〒950-8711 新潟県新潟市中央区万代島５−１万代島ビル７階 新潟商工会議所

提 出 方 法  

準備書類 新規 更新
登録していたが
有効期限より
３年以上経過

誓約書　※印鑑等を押したもの ○ ○ ○

業態内容届 ○ ○ ○

署名届　※サイン欄に⼿書きのサインを書いたもの ○ ○ ○

貿易登録システムより印刷するもの�

各事業所で準備するもの�

3ヶ月以内に発行された
登記簿謄本【履歴事項全部証明書】原本
（個人事業主の場合は住民票（原本））
※必ず履歴事項全部証明書をご準備ください。
　現在証明書は受理できません。

○ ○ ○

3ヶ月以内に発行された
代表者（会社登記の実印）の印鑑証明書　原本
（個人事業主の場合も印鑑証明書が必要になります。）

○ 不要 ○

定款・団体規約・事業報告書のいずれか（コピー）
（個人事業主の場合は開業届や納税証明書のコピー）

○ 不要 不要

場合によって必要になるもの�

中古品を取扱う場合
・古物許可証（各都道府県の公安委員会発行）コピー

中古品を取り扱う場合のみ必須

代表者が日本国籍ではない場合
・パスポート　コピー
・外国人登録証明書 コピー（両⾯）

代表者が外国人（ただし日本に居住して
いること）の場合のみ必須
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①で入力したアドレス宛に「貿易登録申請手続きのご案内」についての

メールが届きます。

記載のURLより本登録サイトへ移動してください。

必要事項の入力

・貿易登録のご案内ページにアクセス

　https : / /coo . jcc i .o r . jp/eCO/form_ int .htm?id=0801

・画面の指示に従い、必須項目の入力・規程への宣誓

仮 登 録01

メ ー ル 内 の U R L よ り 本 登 録 サ イ ト へ 移 動

※規程をクリックし、内容を必ずご確認ください。

　確認後、同意いただける場合は□をクリックし、☑してください。
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個 人 情 報 の 取 り 扱 い ・ 利 用 規 約 へ の 同 意

本 登 録 　 ① ＞ ② ＞ ③ ＞ ④02

企業情報の入力

※規程をクリックし、内容を必ずご確認ください。

　確認後、同意いただける場合は□をクリックし、☑してください。

同意いただける場合は□をクリックし、☑してください。

①

②

③

④

①貿易登録の種別の選択

 　代行業者とは：申請者から委託を受けて申請業務を代行する事業者のことを指します。

②会員区分の選択肢：入会検討の場合はご来所時に職員よりご案内させていただきます。

③会員番号の入力：会員を選択すると入力できるようになります。

 　番号が分からない場合は空欄のままお進みください。

④旧貿易登録番号：カード記載の番号を入力ください。

 　分からない場合は空欄のままお進みください。
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企業情報の入力 （ p 5 続 き ）

⑤
⑤和文表記とありますがアルファベットが入る場合はそのまま入力ください

　例：新潟CCI貿易→そのまま新潟CCI貿易

　会社名欄に法人格を入力しますと、重複しますので、ご注意ください。

　アルファベットは全角で入力ください。

⑥
⑥オンライン発給の際に、輸出者住所のデフォルト値として入力されます。

　　申請ごとにデフォルト以外の住所に修正することも可能です。

本 登 録 　 ① ＞ ② ＞ ③ ＞ ④
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企業情報の入力 （ p 6 続 き ）

⑦ ⑦当所よりお知らせなどの郵送物を送る場合がございます。

　 お送りする住所を入力してください。

⑧

⑨古物商許可証の有無

　 中古物を取り扱う場合は個物許可証のコピーの提出が必須になります。

⑧貿易登録完了通知や更新案内等の

　 貿易登録に関する案内を入力いただいたアドレス宛に送ります。

⑨

本 登 録 　 ① ＞ ② ＞ ③ ＞ ④
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署名者情報の入力

貿易関係証明を行う署名者（サイナー）を入力してください。

こちらに登録された署名者（サイナー）のサインのみ原産地証明書に記載（サイン）できます。

オンライン申請、窓口（紙）申請ともに署名者（サイナー）の登録が必要になります。

※登録後に署名者（サイナー）追加や削除、登録内容の変更なども可能です。

作成を押すと入力した内容がこちらに表示されます。

登録する署名者が複数いる場合は、

①入力→②作成をクリック→新たな署名者情報の入力を繰り返してください。

※作成を押しただけでは登録されません。

オンライン発給を行った際に通知がいくアドレスになります。

すべての入力が終わったら↑をクリック

署名者情報で登録した署名者（サイナー）ごとにアカウントが作成されます。

オンライン発給を行う際は署名者（サイナー）IDでのログインが必要になります。

署名者（サイナー）IDとパスワードは貿易登録後に当所よりお渡しする「管理者IDとパスワード」

でログイン後、管理者画面より確認することができます。

オンライン発給をご希望の皆様へ

本 登 録 　 ① ＞ ② ＞ ③ ＞ ④
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登録内容の確認

内容の確認が終わったら↑をクリック

本 登 録 　 ① ＞ ② ＞ ③ ＞ ④

今まで入力した企業情報と署名者情報を確認し、間違いなどなければ

次へ進むをクリック

登録後も変更が可能です。

また、事務所の移転など登録情報に変更がある場合は、必ず変更をお願いいたします。

登録情報の変更は貿易登録完了後に当所からお渡しする「管理者ID」でログインし、

変更作業を行ってください。更新の際もこちらのIDを使用します。

登録後も内容の変更や署名者の追加など可能です
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シ ス テ ム よ り 提 出 書 類 の 印 刷

提 出 書 類 の 準 備

登録情報の確認後、以下の画面が表示されます。

①誓約書　②業態内容届　③署名届　以上3点をA4白紙に印刷して下さい。

印刷

10



2

03

誓約書への押印 、 署 名 届 へ の 肉 筆 サ イ ン

提 出 書 類 の 準 備

登録情報の確認後、以下の画面が表示されます。

①誓約書　②業態内容届　③署名届　以上3点をA4白紙に印刷して下さい。

押印
肉筆でサイン

サインにご注意ください！

よい例 悪い例

枠線ギリギリや枠線からはみ出したものは受付けません

悪い例では署名を正確に読み取れないため、再提出になります。
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必 要 書 類 を 準 備 す る

提 出 書 類 の 準 備 ・ 提 出

以下の表に従い、必要書類を準備してください。

※①誓約書　②業態内容届　③署名届　は０３－②までの手順でシステムで印刷済みです。

履歴事項全部証明書の提出が必要です。

間違えて「現在証明書」を提出される方が増えています。法務局での取得の前にご確認を

お願いいたします。

提出書類の間違いが増えています！

・窓　口（要予約 会員サービス課まで事前にご連絡ください。）TEL：025-290-4411

・郵　送（新潟商工会議所で貿易登録をしている会員のみ可）

   ※返信用封筒を同封のうえお送りください。

   住所：〒950-8711 新潟県新潟市中央区万代島５−１万代島ビル７階 新潟商工会議所

4 新 潟 商 工 会 議 所 へ 提 出
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準備書類 新規 更新
登録していたが
有効期限より
３年以上経過

誓約書　※印鑑等を押したもの ○ ○ ○

業態内容届 ○ ○ ○

署名届　※サイン欄に⼿書きのサインを書いたもの ○ ○ ○

貿易登録システムより印刷するもの�

各事業所で準備するもの�

3ヶ月以内に発行された
登記簿謄本【履歴事項全部証明書】原本
（個人事業主の場合は住民票（原本））
※必ず履歴事項全部証明書をご準備ください。
　現在証明書は受理できません。

○ ○ ○

3ヶ月以内に発行された
代表者（会社登記の実印）の印鑑証明書　原本
（個人事業主の場合も印鑑証明書が必要になります。）

○ 不要 ○

定款・団体規約・事業報告書のいずれか（コピー）
（個人事業主の場合は開業届や納税証明書のコピー）

○ 不要 不要

場合によって必要になるもの�

中古品を取扱う場合
・古物許可証（各都道府県の公安委員会発行）コピー

中古品を取り扱う場合のみ必須

代表者が日本国籍ではない場合
・パスポート　コピー
・外国人登録証明書 コピー（両⾯）

代表者が外国人（ただし日本に居住して
いること）の場合のみ必須
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登録後

0１

貿易登録証記載の管理者 I D と パ ス ワ ー ド で ロ グ イ ン

オンラインシステムにアクセスし、

ログイン

https://coo.gensanchi.jcci.or.jp

貿 易 登 録 証 の 受 領 後 の 動 き

① ロ グ イ ン と パ ス ワ ー ド の 変 更

必須

管理者IDは貿易登録の更新や　　　　　

登録情報の変更の際に必要になります

オンライン発給を利用しない場合も　　

必要になりますのでご注意ください。　
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2 パ ス ワ ー ド の 変 更

貿 易 登 録 証 の 受 領 後 の 動 き

① ロ グ イ ン と パ ス ワ ー ド の 変 更

管理者IDでログイン後、メインメニューからパスワード変更をクリックし、

パスワードの変更をおこなってください。

IDは3種類存在します！

必須登録後

0１
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管 理 者 I D で ロ グ イ ン

サ イ ナ ー I D / パ ス ワ ー ド の 発 行

管理者IDでログイン後、メインメニューから登録内容/署名者確認をクリック

オンライン発給利用者のみ

署名登録証に記載されるパスワードは、初回出力の当日のみ印字されます。

漏洩防止のため、翌日以降に出力を行ってもパスワードは＊＊＊表示となり

確認できなくなりますのでご注意ください。

※署名者（サイナー）IDのパスワード変更方法は次ページをご確認ください。

署名者登録証の印刷お よ び パ ス ワ ー ド の 確 認

どんなサインが登録されているかもこちらで確認できます。

https://coo.gensanchi.jcci.or.jp
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サ イ ナ ー I D の パ ス ワ ー ド の 変 更

オンライン発給利用者のみ

管理者 I D で ロ グ イ ン 後 、 パ ス ワ ー ド の 変 更 を 行 う

管理者IDでログイン後、メインメニューから署名者管理をクリック

署名者一覧より対象者の詳細をクリックし、パスワード変更を行ってください。

詳細をクリック

変更をクリック

署名者IDで一度もログインしていないアカウントは

【未アクティベート】と表示されます。

入力したパスワードは

必ず控えてください。
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サ イ ナ ー I D で ロ グ イ ン

オンライン発給利用者のみ

署名者 I D で ロ グ イ ン 後 、 初 回 メ ー ル ア ド レ ス 確 認 を 行 う

署名者ID（サイナー）でログインし、

ログイン後メールアドレス認証画面

が表示されます。

メール記載の確認コードを入力

https://coo.gensanchi.jcci.or.jp

登録のアドレス宛にメールが届きます。
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　TEL :025-290-4209

E-mai l ：bouek i -shoumei@ni igata-cc i .or . jp
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	不要
	不要
	場合によって必要になるもの
	中古品を取扱う場合 ・古物許可証（各都道府県の公安委員会発行）コピー
	中古品を取り扱う場合のみ必須
	代表者が日本国籍ではない場合 ・パスポート　コピー ・外国人登録証明書　コピー（両面）
	代表者が外国人（ただし日本に居住していること）の場合のみ必須
	提出方法
	・窓　口（要予約 会員サービス課まで事前にご連絡ください。） ・郵　送（新潟商工会議所で貿易登録をしている会員のみ可）    ※返信用封筒を同封のうえお送りください。    住所：〒950-8711 新潟県新潟市中央区万代島５−１万代島ビル７階 新潟商工会議所

	登録・更新料金

	仮登録
	必要事項の入力
	※規程をクリックし、内容を必ずご確認ください。 　確認後、同意いただける場合は□をクリックし、☑してください。

	メール内のURLより本登録サイトへ移動
	①で入力したアドレス宛に「貿易登録申請手続きのご案内」についての メールが届きます。 記載のURLより本登録サイトへ移動してください。


	本登録　①＞②＞③＞④
	個人情報の取り扱い・利用規約への同意
	同意いただける場合は□をクリックし、☑してください。
	※規程をクリックし、内容を必ずご確認ください。 　確認後、同意いただける場合は□をクリックし、☑してください。

	企業情報の入力

	本登録　①＞②＞③＞④
	企業情報の入力（p5続き）
	⑤和文表記とありますがアルファベットが入る場合はそのまま入力ください 　例：新潟CCI貿易→そのまま新潟CCI貿易 　会社名欄に法人格を入力しますと、重複しますので、ご注意ください。 　アルファベットは全角で入力ください。


	本登録　①＞②＞③＞④
	企業情報の入力（p6続き）

	本登録　①＞②＞③＞④
	署名者情報の入力
	オンライン発給をご希望の皆様へ
	署名者情報で登録した署名者（サイナー）ごとにアカウントが作成されます。 オンライン発給を行う際は署名者（サイナー）IDでのログインが必要になります。 署名者（サイナー）IDとパスワードは貿易登録後に当所よりお渡しする「管理者IDとパスワード」 でログイン後、管理者画面より確認することができます。



	本登録　①＞②＞③＞④
	登録内容の確認
	登録後も内容の変更や署名者の追加など可能です
	登録情報の変更は貿易登録完了後に当所からお渡しする「管理者ID」でログインし、 変更作業を行ってください。更新の際もこちらのIDを使用します。



	提出書類の準備
	システムより提出書類の印刷
	登録情報の確認後、以下の画面が表示されます。 ①誓約書　②業態内容届　③署名届　以上3点をA4白紙に印刷して下さい。

	印刷

	提出書類の準備
	誓約書への押印、署名届への肉筆サイン
	登録情報の確認後、以下の画面が表示されます。 ①誓約書　②業態内容届　③署名届　以上3点をA4白紙に印刷して下さい。

	押印
	肉筆でサイン
	悪い例では署名を正確に読み取れないため、再提出になります。
	サインにご注意ください！


	提出書類の準備・提出
	必要書類を準備する
	貿易登録システムより印刷するもの
	準備書類
	新規
	更新
	登録していたが 有効期限より ３年以上経過
	誓約書　※印鑑等を押したもの
	業態内容届
	署名届　※サイン欄に手書きのサインを書いたもの
	各事業所で準備するもの
	3ヶ月以内に発行された 登記簿謄本【履歴事項全部証明書】原本 （個人事業主の場合は住民票（原本）） ※必ず履歴事項全部証明書をご準備ください。 　現在証明書は受理できません。
	3ヶ月以内に発行された 代表者（会社登記の実印）の印鑑証明書　原本 （個人事業主の場合も印鑑証明書が必要になります。）
	不要
	定款・団体規約・事業報告書のいずれか（コピー） （個人事業主の場合は開業届や納税証明書のコピー）
	不要
	不要
	場合によって必要になるもの
	中古品を取扱う場合 ・古物許可証（各都道府県の公安委員会発行）コピー
	中古品を取り扱う場合のみ必須
	代表者が日本国籍ではない場合 ・パスポート　コピー ・外国人登録証明書　コピー（両面）
	代表者が外国人（ただし日本に居住していること）の場合のみ必須
	提出書類の間違いが増えています！


	新潟商工会議所へ提出
	・窓　口（要予約 会員サービス課まで事前にご連絡ください。）TEL：025-290-4411 ・郵　送（新潟商工会議所で貿易登録をしている会員のみ可）    ※返信用封筒を同封のうえお送りください。    住所：〒950-8711 新潟県新潟市中央区万代島５−１万代島ビル７階 新潟商工会議所


	登録後 0１
	必須

	貿易登録証の受領後の動き ①ログインとパスワードの変更
	貿易登録証記載の管理者IDとパスワードでログイン
	管理者IDは貿易登録の更新や　　　　　 登録情報の変更の際に必要になります オンライン発給を利用しない場合も　　 必要になりますのでご注意ください。　
	オンラインシステムにアクセスし、 ログイン

	https://coo.gensanchi.jcci.or.jp

	登録後 0１
	必須

	貿易登録証の受領後の動き ①ログインとパスワードの変更
	パスワードの変更
	管理者IDでログイン後、メインメニューからパスワード変更をクリックし、 パスワードの変更をおこなってください。
	IDは3種類存在します！

	オンライン発給利用者のみ

	サイナーID/パスワードの発行
	https://coo.gensanchi.jcci.or.jp
	管理者IDでログイン
	管理者IDでログイン後、メインメニューから登録内容/署名者確認をクリック
	署名者登録証の印刷およびパスワードの確認
	署名登録証に記載されるパスワードは、初回出力の当日のみ印字されます。 漏洩防止のため、翌日以降に出力を行ってもパスワードは＊＊＊表示となり 確認できなくなりますのでご注意ください。 ※署名者（サイナー）IDのパスワード変更方法は次ページをご確認ください。



	オンライン発給利用者のみ

	サイナーIDのパスワードの変更
	管理者IDでログイン後、パスワードの変更を行う
	管理者IDでログイン後、メインメニューから署名者管理をクリック 署名者一覧より対象者の詳細をクリックし、パスワード変更を行ってください。
	詳細をクリック
	変更をクリック
	入力したパスワードは 必ず控えてください。


	オンライン発給利用者のみ

	サイナーIDでログイン
	署名者IDでログイン後、初回メールアドレス確認を行う
	署名者ID（サイナー）でログインし、

	https://coo.gensanchi.jcci.or.jp

	　TEL:025-290-4209 E-mail：boueki-shoumei@niigata-cci.or.jp

